
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を

定める政令の一部を改正する政令案要綱 

 

１ 題名 

  題名を「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令」に改

めること。（題名関係） 

２ 計画の認定の申請者の使用人 

  政令で定める使用人について所要の規定を設けること。（第二条、第三条、第七条、第

八条及び第十条関係） 

３ 縦覧等を要する廃棄物処理施設 

  縦覧等を要する場合として、政令で定める場合は、当該申請に係る事項に係る廃棄物

処理施設が焼却施設である場合とすること。（第四条関係） 

４ 認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準 

  認定高度再資源化事業者が認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為を

他人に委託する場合の基準について、所要の規定を設けること。（第五条関係） 

５ 認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準 

（１）認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集又は運搬に当たっての基準に

ついて、所要の規定を設けること。（第六条第一号関係） 

（２）認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の処分に当たっての基準について、

所要の規定を設けること。（第六条第二号関係） 

６ 認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準 

認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分に当たっての基準について、所

要の規定を設けること。（第九条関係） 

７ 登録調査機関の登録の有効期間 

  政令で定める期間は、五年とすること。（第十一条関係） 

８ その他 

  その他規定の整備をすること。 

９ 施行期日 

  この政令は、令和七年十一月二十一日から施行すること。（附則関係） 

 


